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終了通知書

拝啓 時下益々ご清栄のことと存 じます。

貴社か らの令和 6年 11月 1日 付回答書を拝受 しま した。また、これまで幾度 となく当

法人か らの質問にご回答いただき、誠にあ りが とうございます。

これまでの貴社からの回答内容をまとめますと、①貴社の定期購入契約には<通常の定

期コース>のほかに<特別な定期コース>が あること、②当初、当法人が改善を申し入れ

たWeb広 告は<通常の定期コース>に関するものであること、③<通常の定期コース>

は中途解約が可能であるのに姑して<特別な定期コース>は中途解約が不可能であること、

④<通常の定期コース>の購入完了者に姑してチャットボット機能を用いて<特別な定期

コース>の広告をしていること、となります。

貴社の<通常の定期コース>に係る最終確認画面においては初回特別価格 (1, 680

円)と 2回 目以降の価格 (1本あたり4, 220円 で 3本合計 12, 660円 )と が分離

表示されていることから、消費者に対して初回限りの契約であること、あるいは、定期購

入契約であったとしてもその最終負担額が初回特別価格の4倍程度に収まっているはずで

あるとの誤解を生じさせるものと言えます。

加えて、貴社の<特別な定期コース>に係る最終確認画面においても初回価格 (1, 6

80円 )と 最終合計金額 (33, 680円 )と が分離表示されていますが、そもそも、貴

社の<特別な定期コース>は 4回 の受取りが必須とされ中途解約が不可能とされているの

ですから、最終合計価格とは別に初回価格を記載する必要性はありません (貴社のいう初

回価格は消費者にとつてはまったく不要かつ有害な情報です。)。

貴社は<通常の定期コース>に係る定期購入契約を締結した消費者に対して敢えて「特

別」と銘打って中途解約が不可能となる<特別な定期コース>の働誘をしているのですか

ら、最終合計価格とは別に初回価格を記載することにより、かえつて、消費者に対して<

特別な定期コース>においても中途解約が可能であるとの誤解を生じさせるものと言えま

す。また、貴社は<特別な定期コース>に係る最終合計価格が<通常の定期コース>に係



る最終負担額 と比較 してより高額になることを消費者に対 してわか りやす く表示すべきと

言えます。

当法人か らの質問に対 し、貴社が誠実にご対応いただいた点に鑑み、本書面をもちま し

て当法人か らの書面送付は一応終了 とさせていただきますが、上記の とお りの状況である

ことか ら、最後に、当法人は貴社に対 し下記のとお り要望 し、この点につきま しては引き

続きご検討 され るようにお願い申し上げます。

敬具

記

1 <通常の定期コース>に係る最終確認画面において初回特別価格 (1, 680円 )

と2回 日以降の価格 (1本あたり4,220円 で 3本合計 12, 660円 )と が分離

表示されているところ、そのような分離表示をせずに両者に一覧性をもたせること

2 <特 別な定期 コース >に係 る金額は最終合計価格のみを記載すること

以  上


